
 
議案第７２号  

 

 瑞穂町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例等の

一部を改正する条例  

 

 上記の議案を提出する。  

 

  平成２５年１２月２日  

 

          提出者   瑞穂町長    石  塚  幸右衛門  

 

 

（提案理由）  

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）の改正に伴い、条例を改正する必要

があるので、本案を提出する。  

 

 

   瑞穂町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

等の一部を改正する条例  

 

 （瑞穂町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正）  

第１条  瑞穂町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条

例（昭和４１年条例第１０号）の一部を次のように改正する。  

  別表第１職名の欄中「障害程度区分判定等審査会委員」を「障

害支援区分判定等審査会委員」に改める。  

 （瑞穂町非常勤の職員の公務災害補償に関する条例の一部改正）  

第２条  瑞穂町非常勤の職員の公務災害補償に関する条例（昭和４

３年条例第１６号）の一部を次のように改正する。  



 
  第９条の２第２号中「第５条第１２項」を「第５条第１１項」

に改める。  

 （瑞穂町障害程度区分判定等審査会委員の定数等を定める条例の

一部改正）  

第３条  瑞穂町障害程度区分判定等審査会委員の定数等を定める条

例（平成１８年条例第１６号）の一部を次のように改正する。  

  題名を次のように改める。  

    瑞穂町障害支援区分判定等審査会委員の定数等を定める条  

    例  

  第１条中「瑞穂町障害程度区分判定等審査会」を「瑞穂町障害

支援区分判定等審査会」に改める。  

 （瑞穂町福祉作業所の設置及び管理に関する条例の一部改正）  

第４条  瑞穂町福祉作業所の設置及び管理に関する条例（平成２１

年条例第１８号）の一部を次のように改正する。  

  第２条中「第５条第１５項」を「第５条第１４項」に改める。  

 （瑞穂町心身障害者（児）福祉センターあゆみの設置及び管理に

関する条例の一部改正）  

第５条  瑞穂町心身障害者（児）福祉センターあゆみの設置及び管

理に関する条例（平成２１年条例第１９号）の一部を次のように

改正する。  

  第２条第１号中「第５条第２６項」を「第５条第２５項」に改

める。  

 （瑞穂町精神障害者共同作業所の設置及び管理に関する条例の一

部改正）  

第６条  瑞穂町精神障害者共同作業所の設置及び管理に関する条例

（平成２３年条例第１号）の一部を次のように改正する。  

  第２条第１号中「第５条第１４項」を「第５条第１３項」に改

め、同条第２号中「第５条第１５項」を「第５条第１４項」に改

める。  

 （瑞穂町精神障害者地域活動支援センターの設置及び管理に関す

る条例の一部改正）  

第７条  瑞穂町精神障害者地域活動支援センターの設置及び管理に

関する条例（平成２３年条例第２号）の一部を次のように改正す



 
る。  

  第２条中「第５条第２６項」を「第５条第２５項」に改める。  

 

   附  則  

 この条例は、平成２６年４月１日から施行する。  
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第1条による改正 

瑞穂町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例 新旧対照表 

新 旧 

別表第1(第2条関係) 別表第1(第2条関係) 

略 略 

障害支援区分判定等

審査会委員(医師) 

略 

略 略 
 

略 略 

障害程度区分判定等

審査会委員(医師) 

略 

略 略 
 

別表第2 略 別表第2 略 

  

   附 則  

 この条例は、平成26年4月1日から施行する。  
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第2条による改正 

瑞穂町非常勤の職員の公務災害補償に関する条例 新旧対照表 

新 旧 

第1条から第9条 略 第1条から第9条 略 

 (介護補償)  (介護補償) 

第9条の2 略 第9条の2 略 

(1) 略 (1) 略 

(2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律(平成17年法律第123

号)第5条第11項に規定する障害者支援施設

(次号において「障害者支援施設」という。)

に入所している場合(同条第7項に規定する

生活介護(次号において「生活介護」とい

う。)を受けている場合に限る。) 

(2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律(平成17年法律第123

号)第5条第12項に規定する障害者支援施設

(次号において「障害者支援施設」という。)

に入所している場合(同条第7項に規定する

生活介護(次号において「生活介護」とい

う。)を受けている場合に限る。) 

(3) 略 (3) 略 

第10条から第23条 略 第10条から第23条 略 

  

   附 則  

 この条例は、平成26年4月1日から施行する。  

  

別表第1及び別表第2 略 別表第1及び別表第2 略 
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第3条による改正 

瑞穂町障害程度区分判定等審査会委員の定数等を定める条例 新旧対照表 

新 旧 

   瑞穂町障害支援区分判定等審査会委員

の定数等を定める条例 

   瑞穂町障害程度区分判定等審査会委員

の定数等を定める条例 

 (委員の定数)  (委員の定数) 

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律(平成17年法律

第123号)第15条の規定により設置する瑞穂

町障害支援区分判定等審査会(以下「審査

会」という。)の委員の定数は、7人以内と

する。 

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律(平成17年法律

第123号)第15条の規定により設置する瑞穂

町障害程度区分判定等審査会(以下「審査

会」という。)の委員の定数は、7人以内と

する。 

第2条 略 第2条 略 

  

   附 則  

 この条例は、平成26年4月1日から施行する。  
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第4条による改正 

瑞穂町福祉作業所の設置及び管理に関する条例 新旧対照表 

新 旧 

第1条 略 第1条 略 

 (事業)  (事業) 

第2条 作業所の事業は、障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律

(平成17年法律第123号。以下「法」という。)

第5条第14項に規定する就労継続支援とす

る。 

第2条 作業所の事業は、障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律

(平成17年法律第123号。以下「法」という。)

第5条第15項に規定する就労継続支援とす

る。 

第3条から第12条 略 第3条から第12条 略 

  

   附 則  

 この条例は、平成26年4月1日から施行する。  
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第5条による改正 

瑞穂町心身障害者（児）福祉センターあゆみの設置及び管理に関する条例 新旧対照表 

新 旧 

第1条 略 第1条 略 

 (事業)  (事業) 

第2条 略 第2条 略 

(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律(平成17年法律第123

号。以下「法」という。)第5条第25項に規

定する地域活動支援センターに関する事業 

(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律(平成17年法律第123

号。以下「法」という。)第5条第26項に規

定する地域活動支援センターに関する事業 

(2) 略 (2) 略 

第3条から第12条 略 第3条から第12条 略 

  

   附 則  

 この条例は、平成26年4月1日から施行する。  
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第6条による改正 

瑞穂町精神障害者共同作業所の設置及び管理に関する条例 新旧対照表 

新 旧 

第1条 略 第1条 略 

 (事業)  (事業) 

第2条 略 第2条 略 

(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律(平成17年法律第123

号。以下「法」という。)第5条第13項に規

定する就労移行支援事業 

(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律(平成17年法律第123

号。以下「法」という。)第5条第14項に規

定する就労移行支援事業 

(2)法第5条第14項に規定する就労継続支援事

業 

(2)法第5条第15項に規定する就労継続支援事

業 

第3条から第12条 略 第3条から第12条 略 

  

   附 則  

 この条例は、平成26年4月1日から施行する。  
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第7条による改正 

瑞穂町精神障害者地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例 新旧対照表 

新 旧 

第1条 略 第1条 略 

 (事業)  (事業) 

第2条 センターの事業は、障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法

律(平成17年法律第123号)第5条第25項に規

定する地域活動支援センター事業とする。 

第2条 センターの事業は、障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法

律(平成17年法律第123号)第5条第26項に規

定する地域活動支援センター事業とする。 

第3条から第12条 略 第3条から第12条 略 

  

   附 則  

 この条例は、平成26年4月1日から施行する。  
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